
 

する。 

 
Ⅲ 事業の体制組織 
 本事業の組織体制は、中央事務局とモデル地域のそれぞれについて、次のとおりとする。 

１．中央事務局 
 社団法人日本内科学会に中央事務局を設置する。 
 中央事務局には、運営委員会を設置する。各委員会の委員は別に定める。 
 中央事務局長が当該モデル事業の管理、運営に当たる。 

２．モデル地域 
 中央事務局がモデル地域を指定し、モデル地域と調整の上、必要な経費の支払い等を行

う。 
 モデル地域においては、関係学会、大学、都道府県医師会、都道府県等の協力を得て、

受付・調査、解剖、評価を担当する部署又は担当者を定め、中央事務局に登録する。 
   

Ⅳ 事業の内容と手順 
 
１．事業内容 
 
（１）事業内容 
 全国数カ所のモデル地域において、診療行為に関連した死亡の調査依頼を受け付け、死

因を究明し診療行為との関連性を評価し、地域評価委員会が評価結果報告書を作成し、依

頼医療機関と患者遺族に報告する。また、中央に運営委員会を設置し、モデル事業実施上

の課題等を踏まえて、運営方法等を検討する。 

 
（２）対象事例数 
 年間約８０例を想定。モデル地域は適宜実施状況を中央事務局に報告し、予定数を終了

した場合は、当該年度における事例の受諾を終了する。 

 
（３）モデル地域 
 平成 19 年 3 月現在、札幌市、茨城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、兵庫県に

て実施。今後神奈川県、福岡県を予定。 

 
２．事業にかかる業務と手順 
（１）モデル地域 
１）受付・調査 

ⅰ）業務体制 

① 総合調整医 

  総合調整医は、必要に応じて調整看護師に指示を与え、当該モデル事業の中心的役割を

果たす。 

② 調整看護師 

調整看護師は総合調整医との連携を図り、当該モデル事業の中心的な役割を果たす。 
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